
的に運転を停止します。停止期間中は、
市内のごみ収集は通常どおり行います
が、武蔵野市とのごみ処理相互支援に
より市内の可燃ごみを同市へ搬出する
ため、収集ルートや時間が変わること
があります。
同市へのごみの搬出＝6月12日㈪～

23日㈮
ごみ対策課☎内線2533

税　金
5月31日㈬は固定資産税・都市計
画税（第1期）の納期限です
◆納税通知書を5月1日に発送しました
　課税明細書は、証明書の申請や平成
29年分の所得税確定申告書作成の参考
資料としても利用できます。
資産税課☎内線2363

◆期限までに納付をお願いします
　市税を未納のままにすると、法令に
基づき延滞金が加算されます。納期内
納付が困難な場合は納税課（市役所2階
25番窓口）へご相談ください。納付は、
便利な口座振替のほか、金融機関やコ
ンビニエンスストアなど、Pay-easy（ペ
イジー）対応のATMでも可能です。
※ゆうちょ銀行は同課へお申し込みくだ
さい。なお、キャッシュカードによる口
座振替受付サービスを実施しています。
同課☎内線2417（口座振替）・☎内線

2432（納税相談）
5月31日㈬は軽自動車税の納期限
です
◆納税通知書を5月1日に発送しました
　税率など、くわしくは同封のお知らせ
または市ホームページをご覧ください。
市民税課☎内線2355

◆期限までに納付をお願いします
　市税を未納のままにすると、法令に
基づき延滞金が加算されます。納期内
納付が困難な場合は納税課（市役所2階
25番窓口）へご相談ください。納付は、
便利な口座振替のほか、金融機関やコ
ンビニエンスストアなど、Pay-easy（ペ
イジー）対応のATMでも可能です。

当日会場へ
◆乳幼児対象のスペシャルイベント
①手形アートスタンプ＝9日・10日

午前11時～11時30分、②リズム遊び
＝11日午前11時～11時30分、③親子
クッキング＝20日㈯午前10時30分～
11時30分、④mamaカフェ＝23日午
前10時30分～11時30分、⑤変身スペ
シャルバースデー＝29日・30日㈫午前
11時～11時30分
①⑤就学前のお子さん、②1歳6カ月

～就学前のお子さん、③3歳～就学前の
お子さんと保護者10組（アレルギーの
ある方を除く）、④1歳6カ月までのお
子さんと母親10組
③1人100円
①④タオル、③マスク、エプロン、

三角巾
当日会場へ（③④は直接または電話で

同ひろば☎49-5500へ〈先着制〉）
◆小学生対象のスペシャルイベント
①卓球の日＝月・金曜日午後3時30

分～4時45分（26日㈮を除く）、②みん
なであそぼうデー＝火・水曜日午後3
時30分～4時30分（24・31日の水曜日
を除く）、③スポーツの日＝木曜日午
後3時30分～4時40分、④一輪車教室
＝26日午後3時40分～4時30分、⑤ス
ポーツ大会＝27日㈯午前10時30分～
正午ごろ、⑥卓球大会＝29日午後3時
30分～4時45分
⑤15人
①③④飲み物、タオル（③④運動靴、

④あれば一輪車）
当日会場へ（⑤は直接または電話で同

ひろば☎49-5500へ〈先着制〉）
同ひろば☎49-5500

東多世代交流センターの催し 
（5月）
◆親子ひろば
①わくわくランド＝月・火・木・金

曜日午前10時～午後2時（18・25日の
木曜日を除く）、②ひよこランド＝水曜
日午前10時～午後1時、③お父さんも
いっしょわくわくランド＝13日㈯午前
10時～11時30分

※ゆうちょ銀行は同課へお申し込みくだ
さい。なお、キャッシュカードによる口
座振替受付サービスを実施しています。
同課☎内線2417（口座振替）・☎内線

2432（納税相談）

国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料の年金からの引き落としを
口座振替に変更できます
振替を希望する口座の内容が分かる

ものと届出印、保険証を納税課（市役所
2階24番窓口）へ
※8月の年金引き落とし分から変更した
い方は、5月31日㈬までに申請してく
ださい。
※すでに年金から口座振替への変更手
続き済みの方は、新たな手続きは不要
です。
同課☎内線2417

受験生チャレンジ支援貸付 
（無利子）
　学習塾受講費（200,000円まで）、受
験料（高校27,400円、大学80,000円ま
で）を貸し付けます（返済免除制度あり）。
中学3年生、高校3年生などのお子さ

んを養育し、一定要件（収入限度など）
を満たす方

三鷹市社会福祉協議会☎46-1108へ
むらさき子どもひろばの催し 

（5月）
◆乳幼児のあそびひろば
大型遊具で遊ぼう・ボールプール＝

月曜日午前10時～11時30分（29日㈪を
除く）、げんきっ子ランド＝火～金曜日
午前9時～10時50分（11日㈭・23日㈫
を除く）、みんなであそぼ！＝火～金曜
日午前11時～11時30分（9日㈫・10日
㈬・11日・17日㈬・23日を除く）
就学前のお子さん

お知らせ
人権擁護委員・行政相談委員が 
再任されました
　人権擁護委員の髙橋雄二さん、寺本
修子さん、金子惠一さん、板橋利定さん、
行政相談委員の藤原國平さん、寺田美
枝子さん、荒井正雄さん、田谷好美さ
んが、4月に再任されました。人権擁護
委員の任期は3年間、行政相談委員の任
期は2年間です。
相談・情報課☎内線2132

東京都革靴製造業最低工賃が 
改正されました
　都内の革靴製造業務に従事する家内	
労働者の最低工賃が、4月26日に改正
されました。くわしくは都内の労働基
準監督署または東京労働局賃金課☎03-
3512-1614・ http://tokyo-roudou	
kyoku.jsite.mhlw.go.jp/へ。
5月は赤十字社員（会員）増強運動
月間です
　運動期間中、町会・自治会の方が募
金のお願いに各家庭を訪問します。募
金は、災害救護・支援活動をはじめ、
医療・献血事業、福祉施設の運営など、
日本赤十字社が行う人道的活動に活用
されます。
※募金は、三鷹市募金委員会事務局で
も受け付けます。
同事務局（福祉センター内）☎46-1108

東京外かく環状道路（関越～東名）
中央ジャンクション地区における
準備工事の説明会
5月19日㈮午後7時～8時30分、20日

㈯午後4時～5時30分
外環オープンハウス三鷹常設会場（北

野3-6-1）
当日会場へ
国土交通省関東地方整備局東京外か

く環状国道事務所☎0120-34-1491
（フリーダイヤル。平日午前9時15分～
午後6時）、市まちづくり推進課☎内線
2864
※自家用車での来場はご遠慮ください。
計量器（はかり）の定期訪問検査
　商店での取引や、学校・病院などで
証明のために使用する「はかり」は、計
量法により2年に1回、定期検査を受け
ることが義務付けられています。
※対象者には事前に通知します。
6月6日㈫～29日㈭
計量器（はかり）を使用している商店、

学校、病院
東京都計量検定所検査課☎03-5617-

6638
ごみの収集時間が 
変わることがあります
　可燃ごみ処理施設「クリーンプラザふ
じみ」は、定期点検や工事の際に一時

　市では夏季などの
省エネルギー対策の
一環として、5月1日か
ら10月31日㈫まで、	
執務中にネクタイと上着を着用し
ない「クールビズ」を実施していま
す。ご理解をお願いします。
職員課☎内線2233

「クールビズ」
を実施しています

◇絵本のおはなし「あひるとがちょう」　 10日・24日の水曜日午後2時から
◇絵本リレー　 17日㈬午後3時30分から
◇おやじの読み聞かせ　 20日㈯午前10時30分から
◇街頭紙芝居　 21日㈰午前11時30分から、午後0時45分から
◇ICU留学生のおはなし会　 21日午後1時30分から、2時30分から

星と森と絵本の家の催し（5月）
いずれも当日会場へ　 同施設☎39-3401

　新緑がまぶしく若葉が薫るこの季節。豊かな自然に囲まれた「星と森と絵本の
家」にぜひ足をお運びください。
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※ の表示がない事業でも市の主催事業では、希望により手話通訳者または要約筆記者を派遣します（開催日の1週間前までに事業の担当課へ要申込）。

あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
	 三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

	
	
１.	行事・事業名（希望日・コー
	 ス・回）
２.	郵便番号・住所
３.	氏名（ふりがな）
４.	年齢（学年）
５.	連絡先（電話番号・	ファク
	 ス番号・メールアドレス）
６.	そのほか必要事項（保育・
	 手話希望の有無など）

申し込み記入例主催者
日時・期間
対象・定員
場所・会場
講師　
費用（記載のないものは無料）
持ち物
申込方法　 問い合わせ
保育あり
手話または要約筆記あり

　　（下欄※参照）


